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岩国労働基準監督署からのお知らせ 

～熱中症対策説明会を開催しました～ 

 岩国労働基準監督署は、令和８年５月 28

日にシンフォニア岩国にて熱中症対策説明

会を開催しました。冒頭、岩国労働基準監督

署長（佐治康弘）より、山口労働局の重点施

策である「熱中症予防対策の推進」について、

令和７年６月施行の改正労働安全衛生規則

に基づく熱中症の早期把握のための報告体

制の整備、重篤化防止措置の実施手順の作成

などの履行確保を求めました。 

 続いて、安全衛生課職員より、熱中症によ

る労働災害発生状況の説明を行った後、安全衛生課長（田中貢一）より、熱中症対策に係る

改正省令について解釈運用の説明を行うとともに、「STOP!熱中症クールワークキャンペー

ン」に基づく熱中症対策の取組の徹底を求めました。 

また、講師として山口産業保健総合支援セ

ンターの産業保健専門職岸野朝子氏に来場

頂き、「「熱中症の予防～症状・予防・対処法～」

と題し、熱中症の定義、発生要因、作業環境

管理、作業管理、健康管理、労働衛生教育、

異常時の措置等について具体的な対応方法

のご講演をいただきました。 

この他、岩国公共職業安定所より外国人を

雇用する際の留意事項の説明、当署の監督部

署より「働き方に応じた適切な労務管理」を 

始めとした近年の労務管理に関するポイントについて説明、周知を行いました。 

➢ 職場における熱中症による労働災害は、近年の気候変動の影響から、ここ数年増加傾向

にあり、その対策が重要となっています。熱中症による死亡災害の多くは、初期症状の

放置、対応の遅れによることから、熱中症の重篤化を防止し、死亡災害に至らせないよ

う、熱中症による健康障害の疑いがある方の早期発見や重篤化を防ぐための措置につ

いて労使一丸となった取組をお願いいたします。 

～「関連 HP・リーフレット等リンク「～ 

1. 令和８年度山口労働局の重点施策 

2. 職場における熱中症対策の義務化について 

3. 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」（令和７年５月 20 日付け基発 0520 第６号） 

4. STOP!熱中症クールワークキャンペーン 

5. 熱中症予防のための情報・資料サイト 

6. 職場における熱中症予防情報 

https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/content/contents/002627381.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2025-0529-9_1.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/
https://neccyusho.mhlw.go.jp/

